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■グルメ出店者

　

▲

応募条件　ABFの目的に賛同し、祭りを共に盛り上
げてくれる飲食店で、次の条件を全て満たしている方①
市内に店舗がある②ABFの目的に沿った出店内容である
③飲食物の販売である④政治・宗教的な意味合いのある
出店内容でない⑤出店時間など実行委員会の指示に従
う

▲

募集枠　40店舗

▲

費　出店料5000円、保険料1000
円以上（売上額による）のほか次の額①調理を要する出店
　2000円②酒類の販売　3000円（出店料は変更になる
場合あり）

▲

申　同事務局にある申込書（市ホームページ
からダウンロード可）に記入し、12月3日～来年１月31日
に同事務局 FAX 70･5703、 MAIL wm.705685@city.ayase.
kanagawa.jpか直接。詳細は、市ホームページを見てく
ださい

■綾ONEパフォーマンスグランプリ出場者
　

▲

応募条件　ABFの目的に賛同し、祭りを共に盛り上げ
てくれるパフォーマー。ジャンルは問わず、プロアマ不問▲

その他　事前審査を行い、出場者を決定。詳細は市ホー
ムページを参照

▲

申　10分以内のパフォーマンスを録画し
た動画をYouTubeにアップし、①氏名②年齢③連絡先④パ
フォーマンス内容⑤経歴⑥パフォーマー PR⑦使用機材⑧
動画URLを12月1日
～来年1月4日に同
事務局へメール

　「光・食・文化の祭典～Ayase Base side Festival～」
（通称：ABF）のグルメ出店者とパフォーマーの頂点を決める
「綾ONEパフォーマンスグランプリ」の出場者を募集します。
　ABFは、市内外から多くの来訪者を呼び込むことを目的と
した観光イベントで、グルメ出店やステージパフォーマンスな
ど本市の特性を生かした催しを開催する予定です。

　時5月18日（土）11時～20時（予定）
　場光綾公園野球場
　問ABF実行委員会事務局（商業観光課内）☎70･5685

グルメ出店者と綾ONE出場者募集

観光まちづくり 観光と商業の一体的な取り組み

光・食・文化の祭典～Ayase Base side Festival～
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今年の出店の様子

今年のステージ

　1月4日から、「いつでも」「どこでも」証明書が取得で
きる、コンビニ交付サービスを開始します。

　まちを元気にするた
め、観光事業を通じて、
市外から人を呼び込
み、交流人口を増やし
ていくことで、来訪者
が市内のお店で商品を

購入したり、飲食店で食事をしたりという経済波及効
果をいかに高めていくかが重要であると考えています。
　ロケツーリズム事業では、ロケとグルメによる地域
活性化に取り組んでいます。ロケ地を市の観光資源と
して整備し、ロケ地看板を設置したり、マップを発行し
たりすることで誘客につなげています。併せて「あやせ
とんすきメンチ」などの商品開発を促進し、グルメの魅

力を発信しています。
　ツーリズム事業では、工業団地を歩いて回るツアー、
バスで市内各所を回るツアー、自転車で市内を巡るツ
アーを実施し、地域資源を観光資源に変え、多くの人に
魅力を伝えています。
　イベントでは、綾瀬オリジナルをテーマとした「光・
食・文化の祭典～Ayase Base side Festival～」（通称：
ABF）や冬の観光資源を創出するイルミネーションに取
り組み、市内のお店のPRにもつなげています。
　今後もさらに観光で人を呼び込み、商業と一体となっ
た取り組みを進め、商業の活性化につなげていけるよう、
さまざまな事業を展開していきます。
　問商業観光課☎70・5685

1月4日から

■取得できる証明書　住民票の写し、印鑑登録証明書、
市県民税所得証明書
■利用できるコンビニ
　全国のコンビニでマ
ルチコピー機が設置さ
れている店舗（セブンイ
レブン、ファミリーマー
ト、ローソンほか）
■利用時間　6時30分～23時（12月29日～1月3日とシス
テムメンテナンス時を除く）
■手数料　1通300円（窓口と同額）
■注意　コンビニ交付には、利用者証明用電子証明書
が搭載されたマイナンバー（個人番号）カードが必要です。
通知カードや住民基本台帳カード、印鑑登録証では利用
できないので注意してください
　問市民課☎70･5668

＜マイナンバーカードの申請方法＞
■郵送　通知カードと一緒に届いた個人番号カード申請書に記入し、顔
写真を貼付の上、同封の返信用封筒に入れて投函（差出有効期限切れ
の封筒は、平成31年5月31日まで切手を貼らずに使用可）
■オンライン（スマートフォン、パソコン）　顔写真を撮影し、申請用
WEBサイトにアクセスし、顔写真を添付して送信
■市役所窓口　同課で用意した申請書に記入し、提出。写真撮影無料

証明書のコンビニ交付を開始
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自転車で市内を巡るツアーの様子


